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各派内示・記者会見資料 （平成23年５月18日）

平成 2 3年５月秋田市議会臨時会提出予定案件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 ２件

１ 秋田市北部墓地条例を設定する件 ○設定理由

北部墓地を設置し、その使用料等を定め

るため、この条例を設定しようとするもの

○要旨

１ 秋田市北部墓地を秋田市飯島字堀川84

番地180に設置する。

２ 墓地は、焼骨を埋蔵する墳墓を建設す

る場所とする。

３ 墓地を永代使用しようとする者は、原

則として本市に住所等を有する者でなけ

ればならないものとする。

４ 墓地を使用しようとする者は、市長の

許可を受けなければならないものとする。

５ 市長は、維持管理上必要があるときは、

墓地の使用者に対し使用の制限等を命ず

ることができる。

６ 墓地の使用は、相続人、縁故者等で祭

しを主宰する者に限り、承継することが

できる。

７ 市長は、墓地の使用の許可を受けた者

が目的以外に墓地を使用したとき等は、

使用の許可を取り消すことができる。

８ 使用者は、使用許可と同時に永代使用

料を納付しなければならないものとする。

９ 永代使用料の額は、１区画につき28万

5,000円とする。

10 使用者は、毎年度管理手数料を納付し

なければならないものとする。

11 管理手数料の額は、１区画につき年額

3,100円とする。

12 １から11までに掲げるもののほか、再

交付手数料、永代使用料等の不還付等に

ついて規定する。

○施行期日 平成23年６月１日から
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２ 秋田市子ども広場条例を設定する ○設定理由

件 子ども広場を設置し、その使用料等を定

めるため、この条例を設定しようとするも

の

○要旨

１ 子育てを行う市民の交流および情報交

換の場等を提供することにより、子育て

を支援するため、秋田市子ども広場を秋

田市中通二丁目８番１号に設置する。

２ 子ども広場の施設は、遊びコーナーお

よび託児コーナーとする。

３ 子ども広場において行う事業は、子ど

も広場を使用した乳幼児の子育ての支援、

生後６月以上の乳幼児の託児等に関する

こととする。

４ 託児コーナーを使用しようとする者は、

あらかじめ市長の許可を受けなければな

らないこととする。

５ 託児コーナーの使用料は、乳幼児１人

１時間につき600円とする。

６ １から５までに掲げるもののほか、使

用料の不還付、使用の制限、損害賠償の

義務等について規定する。

○施行期日 平成23年７月１日から

「 単 行 案 」 ６件

３ 秋田市職員の退職手当に関する条 ○国等から一般職として任用した職員が特

例および秋田市特別職の職員の退 別職となった場合の退職手当の取扱いにつ

職手当に関する条例の特例に関す いて定めるため、職員の退職手当に関する

る条例の一部を改正する専決処分 条例および特別職の職員の退職手当に関す

について承認を求める件 る条例の特例に関する条例の一部を改正す

るため専決処分した件について、議会の承

認を求めようとするもの

・専決年月日 平成23年３月24日

○改正要旨

１ 秋田市職員の退職手当に関する条例の

一部改正

(1) 退職手当の計算の基礎となる在職期

間として、(2)の場合における引き続い

た在職期間を加えることとした。
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(2) (3)により退職手当を支給されないで

特別職の職員となり、引き続いて職員

となった場合の勤続期間の計算につい

て規定した。

(3) 職員以外の地方公務員等から引き続

いて職員となった者が引き続いて特別

職の職員となった場合等は、この条例

の規定による退職手当を支給しないこ

ととした。

２ 秋田市特別職の職員の退職手当に関す

る条例の特例に関する条例の一部改正

(1) 国等の職員から引き続いて一般職員

となった者（以下「特定通算職員」と

いう。）が特別職の職員となった場合

の在職期間の通算について規定した。

(2) 特別職の職員の退職手当の額および

基礎となる給料月額を計算する場合は、

特定通算職員としての在職期間を通算

することとした。

(3) 特定通算職員から特別職の職員とな

った者が引き続いて一般職員となった

場合は、特別職の職員の退職手当に関

する条例およびこの条例の規定による

退職手当を支給しないこととした。

※専決処分した理由

国等から一般職として任用した職員が特

別職となった場合の退職手当の取扱いにつ

いて定めるための条例改正について特に緊

急を要し、議会を招集する時間的余裕がな

かったため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

４ 秋田市過疎地域における固定資産 ○過疎地域自立促進特別措置法第三十一条

税の課税免除に関する条例の一部 の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う

を改正する専決処分について承認 措置が適用される場合等を定める省令の一

を求める件 部改正（平成23年総務省令第25号）に伴い、

・過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は 過疎地域における固定資産税の課税免除に

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正 関する条例の一部を改正するため専決処分

(平成23年総務省令第25号)：平成23年３月31日公布、平成23年４月 した件について、議会の承認を求めようと

１日施行 するもの

・専決年月日 平成23年３月31日

○改正要旨
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固定資産税の課税免除の対象となる事業

設備等の取得期限を平成25年３月31日まで

延長した。

※専決処分した理由

関係省令の一部改正に伴い、市税の賦課

徴収のための条例改正について特に緊急を

要し、議会を招集する時間的余裕がなかっ

たため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

５ 秋田市国民健康保険条例の一部を ○健康保険法施行令等の一部改正（平成23

改正する専決処分について承認を 年政令第55号）に伴い、国民健康保険条例

求める件 の一部を改正するため専決処分した件につ

・健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成23年政令第55号） いて、議会の承認を求めようとするもの

：平成23年３月30日公布、平成23年４月１日施行 ・専決年月日 平成23年３月31日

○改正要旨

１ 出産育児一時金の額を引き上げた。

現行「35万円」→改正後「39万円」

２ 暫定的に引き上げていた出産育児一時

金の額に係る規定を削った。

※専決処分した理由

健康保険法施行令等の一部改正に伴い、

国民健康保険の保険給付のための条例改正

について特に緊急を要し、議会を招集する

時間的余裕がなかったため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

６ 秋田市国民健康保険税条例の一部 ○地方税法施行令の一部改正（平成23年政

を改正する専決処分について承認 令第44号）に伴い、国民健康保険税条例の

を求める件 一部を改正するため専決処分した件につい

・地方税法施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第44号）： て、議会の承認を求めようとするもの

平成23年３月30日公布、一部を除き平成23年４月１日施行 ・専決年月日 平成23年３月31日

○改正要旨

１ 基礎課税額の限度額を引き上げた。

現行「50万円」→改正後「51万円」

２ 後期高齢者支援金等課税額の限度額を

引き上げた。

現行「13万円」→改正後「14万円」

３ 介護納付金課税額の限度額を引き上げ

た。

現行「10万円」→改正後「12万円」

※専決処分した理由
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地方税法施行令の一部改正に伴い、国民

健康保険税の賦課徴収のための条例改正に

ついて特に緊急を要し、議会を招集する時

間的余裕がなかったため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

７ 平成22年度秋田市一般会計補正予 ○市債の額の確定に伴う市債の起債限度額

算（第12号）に関する専決処分に の補正のため専決処分した件について、議

ついて承認を求める件 会の承認を求めようとするもの

・専決年月日 平成23年３月31日

・補正の内容 起債限度額総額の範囲内で

の目的別限度額の増減

※専決処分した理由

起債限度額の補正について特に緊急を要

し、議会を招集する時間的余裕がなかった

ため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

８ 秋田市市税条例の一部を改正する ○地方税法の一部改正（平成23年法律第30

専決処分について承認を求める件 号）に伴い、市税条例の一部を改正するた

・地方税法の一部を改正する法律（平成23年法律第30号）：平成23 め専決処分した件について、議会の承認を

年４月27日公布、一部を除き公布の日から施行 求めようとするもの

・専決年月日 平成23年４月28日

○改正要旨

東日本大震災によりその者の有する資産

について受けた損失の金額については、所

得割の納税義務者の選択により、平成22年

において生じた損失の金額として控除する

ことができることとした。

※専決処分した理由

地方税法の一部改正に伴い、市税の賦課

徴収のための条例改正について特に緊急を

要し、議会を招集する時間的余裕がなかっ

たため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

「 予 算 案 」 １件

９ 平成23年度秋田市一般会計補正予 ○資料別紙

算（第１号）の件
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「追加提案」

「 人 事 案 」 １件

10 秋田市監査委員の選任について同 ○議員のうちから選任する監査委員に関す

意を求める件 るもの

※提出根拠法：地方自治法第196条第１項


